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第24回 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会 

議事録 

 

 

日 時：令和４年６月24日（金）９:59～11:59 

場 所：サウスヒル永田町６階会議室 

 

１．開 会 

（国保中央会 福屋係長） それでは、定刻前となりましたので、ただいまより第24回「国

保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会」を開会いたします。 

 開会に当たりまして、国保中央会、中野常務理事より御挨拶申し上げます。 

 

２．主催者挨拶 

（国保中央会 中野常務理事） 皆さん、おはようございます。国保中央会の中野でござい

ます。 

 開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本会の事業運営につきましては、日頃から御協力いただいておりますことに本会を代表

して厚く御礼申し上げます。本来であれば、委員の皆様にお集まりいただきまして、顔を

合わせての会議とさせていただきたいところでございますが、御承知のとおり、まだまだ

予断を許さない状況でございますので、今回の会議につきましてもWeb会議とさせていた

だきました。委員の皆様におかれましては、何かと御不便をおかけいたしますが、何とぞ

御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 さて、昨年12月から第４期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会が動き出す

など、令和６年度に向けた改革の動きが活発になっております。また、昨年の骨太方針で

は、予防・重症化予防・健康づくりサービスの産業化に向けて、包括的な民間委託の活用

や新たな血液検査等の新技術の積極的な効果検証等が推進されるよう、保険者が策定する

データヘルス計画の手引きの改訂等を検討する。また、同計画の標準化の進展に当たり、

アウトカムベースでの適切なKPIの設定を推進すると明記されておりまして、令和６年の

第３期データヘルス計画に向けた検討が始まりつつあります。 

 このような状況の中で、本委員会にお願いしておりますヘルスサポート事業の一層の推

進のために、先生方のお力をお借りすることも多くなるかと思います。何とぞ御協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日、委員の皆様に御協議いただきたい事項は２点でございます。まず１点目で

ございますが、令和６年度からの第３期データヘルス計画の策定等の支援に向けまして、

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドラインを改訂することといたしました。委員

の皆様には、その改訂内容について御意見を頂戴できればと考えているところでございま
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す。また、令和３年度末に公表いたしました保険者支援のためのガイドにつきまして、そ

の活用状況等を調査し、事例等の追加を行う予定でございますので、御意見、御助言をい

ただければと存じます。 

 本委員会でございますが、今日の会議を含めまして年３回の開催を予定しております。

次回は10月頃を予定しております。２時間という短い時間でございますが、本日はどうぞ

活発な御議論をいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、簡単でございますが、私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

３．委員の出席状況 

（国保中央会 福屋係長） 続きまして、本日の出席状況でございますが、本日は国立保健

医療科学院の横山委員、小宮山委員、八王子市役所の菅野委員より、御公務により御欠席

との御連絡をいただいております。その他９名の委員の方については皆様御出席いただい

ております。 

 また、厚生労働省保険局より、国民健康保険課伊原専門官、右田専門官、古屋様、高齢

者医療課宇野調整官、春日専門官に御参加いただいております。 

 それでは、協議に入りたいと思います。 

 宇都宮委員長、これからの協議進行につきまして、よろしくお願いいたします。 

 

４．議 題 

（宇都宮委員長） 皆さん、おはようございます。本日は大変お忙しいところ、お時間い

ただきましてありがとうございます。コロナについて収まってきたかなと思ったら、また

ちょっと増えてくるような傾向もありますけれども、基本的には重症者はほとんどいない

ということで、だんだん緩和されてきている状況かなと思います。ただ、なかなか思い切

った緩和はできないのかなということもあって、今日もリモートということになりました

けれども、対面と違ってちょっとやりにくい面がいろいろありますが、御協力いただきた

いと思います。 

 本日２時間、12時までということで、時間が限られておりますので、いろいろ先生方、

御意見がたくさんあると思いますけれども、できるだけ簡潔に、効率的に進めていただけ

ればと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。本日の議題、議事次第にございますように５つございます。

２番目と３番目が協議事項となっております。 

 それでは、早速、議事次第に従って進めてまいります。まず１つ目の令和４年度国保・

後期高齢者ヘルスサポート事業の進め方について（報告）ということでございます。事務

局から説明をお願いします。 
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（１）令和４年度国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の進め方について（報告） 

（国保中央会 中山課長） 国保中央会保健事業課長の中山でございます。私のほうから資

料１によりまして、今年度のヘルスサポート事業の進め方の案につきまして御説明をさせ

ていただきます。 

 まず１ページでございます。左端の欄にイベントとございますけれども、今年度はここ

にあります①の運営委員会及びワーキング・グループの開催、②「国保連合会保健事業支

援・評価委員会」報告会を予定しております。スケジュール感につきましては２ページの

ほうで触れますけれども、右端の成果物等の欄にありますように、運営委員会につきまし

ては年間３回、ワーキング・グループについては２回、②の報告会につきましては１回の

開催を予定しております。①の運営委員会等におきましては、目的や検討事項、実施内容

等の欄に記載しておりますように、第３期データヘルス計画策定等の支援のために必要と

なる事項について御協議をいただきまして、ヘルスサポート事業ガイドラインの改訂を行

いたいと考えております。こちらは次の議題で詳細について御説明をさせていただきたい

と思います。 

 また、令和３年度末に公表いたしました保険者支援のためのガイドに国保連合会の支援

事例の追加も考えておりまして、こちらも後ほど議題の３番で御説明をさせていただきた

いと思っております。 

 イベントの②の報告会につきましては、今年度も12月の予定で開催をしたいと考えてお

ります。昨年度はコロナ禍ということでウェビナー方式での開催でございましたけれども、

その際には委員の先生方の御協力をいただきまして誠にありがとうございました。今年度

につきましては、開催形態も含めまして今後検討を進めたいと思っております。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、２ページを御覧いただければと思います。１ページで説明いたしましたイベ

ントにつきまして、上のほうにあります星印のとおりに予定をしたいと考えております。

まず、本日の運営委員会を受けまして８月に予定しておりますワーキング・グループにお

きましてヘルスサポート事業ガイドラインの改訂について具体的な内容を検討いただきま

して、その上で10月の運営委員会で再度御協議をいただきたいと思っております。また、

８月のワーキングでは、12月に予定しております報告会の企画についての御相談、あるい

は下の実施内容の欄にありますような調査の内容ですとか事業報告の様式などにつきまし

てもお諮りをしたいと思っております。 

 なお、資料で１点訂正がございます。下から２行目、事業報告書の９月の辺りに令和３

年度様式作成とありますけれども、これは令和４年度の誤りでございますので、訂正をさ

せていただきます。 

 それから、12月には報告会がございますのと、また、ワーキング・グループを開催いた

しまして来年度に向けた方向性などを確認してまいりたいと考えております。 

 最後、２月の運営委員会におきましては、改訂するガイドラインの最終案についてお諮
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りをしたいと考えております。 

 今年度のヘルスサポート事業の進め方につきましては、以上のとおりでございます。 

 なお、３ページにつきましては参考資料としまして、これは津下先生に座長をお願いし

ております糖尿病性腎症重症化予防ワーキング・グループの予定をおつけしておりますけ

れども、これについては説明を割愛させていただきます。 

 私からの説明は以上でございます。 

（宇都宮委員長） ありがとうございました。ただいまの説明について何か御質問のある

委員の先生はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃったら挙手でお願いできますか。

特にございませんか。これは進め方、スケジュールの話ですけれども、よろしゅうござい

ますか。ありがとうございます。 

 それでは、御質問は何もないようですので、議題の２番、「国保・後期高齢者ヘルスサ

ポート事業ガイドライン」改訂について、これは協議ということでございます。まず、事

務局、説明をお願いします。 

 

（２）「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン」改訂について（協議） 

（国保中央会 三好専門幹） 国保中央会の三好でございます。資料No.２のシリーズ、２

－１、２－２、２－３、それから、参考資料１－２がガイドラインの一部抜粋という資料

になっておりますが、この辺りを基に説明させていただきます。 

 まず、資料No.２－１でヘルスサポート事業ガイドラインの改訂方針案についてという

ことで、上の箱の中にございますが、改訂方針といたしましては、令和６年度からの第３

期データヘルス計画の策定の支援に向けて、前回のガイドラインの改訂が中間評価を行っ

たとき、令和２年度に改訂させていただいておりますが、それ以降の事業の実施状況の課

題や制度面の変化など、そういったものを踏まえまして、保険者ニーズに対応したよりよ

い支援が行えるようにガイドラインを以下の３つの点に留意して改訂を行うこととしたい

と思っております。第２期データヘルス計画の最終評価及び第３期データヘルス計画策定

の支援を主軸とした改訂を行いたい。それから、国のデータヘルス計画の手引き、検討の

方向性を踏まえ、内容の整合を図っていきたい。それから、検討の範囲が幅広になります

ので、具体的な内容については、本運営委員会の下に３つのワーキング・グループがござ

いますが、その各ワーキング・グループでの具体的な検討等を踏まえ、こちらの運営委員

会にまた報告させていただくということで改訂を行いたいと思っております。 

 これらの方針の背景、改訂の背景となった内容が下の箱にございます。１番目は今方針

でも申し上げたデータヘルス計画の策定に向けた国の動き等がございまして、１つ目の矢

羽根、国が進めるデータヘルス改革の動きで改革工程表や医療費適正化の動き、データヘ

ルス計画の標準化の取組等、このような内容を捉えた対応が必要になること。それから、

第２期の中間評価や実態調査等を通じて捉えられた保健事業の実施状況や課題を踏まえて

一層のPDCAサイクルの推進支援が求められているといったようなことが大きな背景となっ
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ております。 

 ２番目になりますが、令和２年度より実施が始まっております高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施等、個別事業の進展、それらと連合会保健事業の今後の課題への対応、

具体的に申し上げますと一体的実施など個別事業が増えることによって支援を希望する保

険者がかなり増えてきているなど、連合会の保健事業の方向性として大きな課題を持って

いると思いますので、そういった辺りの課題への対応なども含め、検討を進めたいと思っ

ております。 

 ３番目のその他ですが、KDBシステムの活用の進展と今後の対応、さらにデータヘルス計

画の策定支援などにおいてこれまで既存の保険者支援ツールを持っておりましたので、後

のページで説明いたしますが、その見直しや活用を進めていきたいこと。それから、新型

コロナウイルス感染症の影響を考えていくこと。それから、第４期特定健診・保健指導の

改訂に向けた検討ということで、常務理事の挨拶にもございましたが、これも令和６年に

向けて動いておりますので、こういった内容も反映したいと思っております。 

 次のページを御覧ください。２ページ以降は今申し上げました改訂の背景についての詳

細を御説明するように整理したものでございます。簡単に説明していきます。 

 ２ページ目にある国が進めるデータヘルス改革の動きといたしましては、挨拶でもござ

いましたが、昨年の骨太方針でデータヘルス改革の手引きの改訂を検討するということで、

これは国のほうで行われる改訂の方向性でございます。ちょうど下のポンチ絵にあります

赤枠の中に医療費適正化計画等の改訂、それから、特定保健指導の見直し、健康増進計画

の見直しなどということで、令和６年に焦点が当たっておりますが、赤枠の今年度の辺り

でデータヘルス計画につきましても手引きの改訂を国のほうで進められる予定となってい

ると聞いております。 

 それから、上にあります２つ目の中ポチですが、医療費適正化計画の関係で、医療費適

正化の観点からレセプトデータ等の分析を、下線がありますが、今後は保険者へのデータ

提供だけではなく、都道府県と連携したデータ分析が国保連合会に求められているという

ような状況がございます。 

 次に３ページでございます。ここからは第２期データヘルス計画の実施状況などを踏ま

えて実態調査が表になっておりますが、１番、２番が厚生労働省の国民健康保険課で実施

された令和２年、令和３年のデータヘルス計画に基づく保健事業の実態調査結果、３番目

が本会で行いました中間評価に係る実態調査の結果などを今回の見直しや次期策定の支援

の材料として、いろいろな課題や実態が見えております。 

 ４ページの表で少し具体的な内容がありますが、例えば１番の令和２年度の国保課の調

査によりますと、健康課題と保健事業の紐付けがうまくいっていないような現状や課題が

ある。２番ではデータヘルス計画の標準化を都道府県が取組を始めているといったような

状況。それから、連合会と連携したレセプトデータの分析の状況などの実態。その他、市

町村では小規模保険者が支援を受けやすくなるように求められているとか、データヘルス
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計画の中間評価においてアウトプットだけではなくアウトカム評価の支援も大切であると

いうことが浮かび上がってございます。３番目の中間評価の調査結果においても、右の段

の３つ目の辺りに国保連合会が支援を行う際に、支援体制としてヘルスサポート事業で行

っている支援・評価委員会や都道府県との役割などが課題として挙げられたということで、

ちょうどこの辺りの課題に対しましては昨年度末に出した保険者支援のガイドの中に具体

的な役割分担や取組などの事例を盛り込んで支援に役立てていただくよう整理させていた

だきました。保険者支援ガイドの作成に当たっては、委員の皆様に多大な御協力をいただ

きましてありがとうございました。一応そのような材料がございますので、この辺りの経

過を踏まえて今回のガイドラインの見直しを進めていきたいと考えております。 

 ５ページには、第２期のデータヘルス計画の実態調査の中で特に都道府県が行っている

標準化の点を少し整理してございます。箱の中のアンケート調査の下線を見ていただきま

すと、市町村全体を俯瞰して実際の市町村支援につなげることが今後の課題になっていく

ということで、その下のヒアリングなどを見ていただきますと、市町村の現状を俯瞰する

ことから、支援すべきポイントを把握すること、共通の評価指標を設定することで、自市

町村の立ち位置を把握したり、評価を支援する取組にも有効に働くというようなメリット

もあるということが挙げられています。一番下の調査３では、そうであっても目標値や評

価指標の設定方法に苦労したというような実態もございます。次のページを御覧ください。 

 ６ページ、保険者による最終評価や計画策定に向けては、支援の検討を早い段階から行

う必要があるということで、調査結果より見えている目標や指標設定が課題の１つである

ということに整理させていただいております。 

 下に評価指標の例として調査結果に挙げられていた共通の評価指標として設定している

内容を一覧にまとめてございます。 

 一番下の緑の枠、検討の視点としては、都道府県のデータヘルス計画の標準化の取組に

おいては、評価指標はあくまでも参考として示す。一方で、目標値まで共通化している県

もあるというような状況があり、都道府県により設定した評価指標の提供方法は様々な状

況にあるというような実態でございました。このような都道府県の取組を参考にした上で、

今回、国保連合会に対してどのような形を示していくか。さらに、全体の計画の評価指標

のみならず、個別の保健事業に係る評価指標についても検討が必要ではないかといったよ

うな点を御議論いただきたいということで、後ほど説明いたしますが、資料２－３に検討

いただきたい論点１，２を挙げさせていただいております。 

 ７ページでは、医療費適正化の観点からのレセプトデータ分析では県と連合会が連携し

て分析を進めるということで、下の検討の視点に挙げておりますように、連合会の支援に

おいてどのような役割や内容、留意事項があるか。この辺りを御意見いただき、ガイドラ

インの記載内容としてまいりたいと思っております。 

 これら今まで説明した内容などは、具体的な検討は下の運営委員会ワーキング・グルー

プにおいて検討させていただき、報告することとさせていただいてはいかがかと思ってお
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ります。 

 次に８ページ、９ページに関しましては、支援に当たって具体的なツールや支援のため

の方策として整理させていただいたものとなっております。８ページがKDBシステムの活

用の進展と今後の対応、９ページが保険者支援ツールの見直し・活用ということで、これ

までも保険者支援の中で根拠となるデータを示すためにKDBシステムを活用してまいりま

した。それが前回の改訂以降、データ量の拡大やさらに機能の充実ということで、高齢者

の質問票など介入支援機能を強化するなど、そういった内容もございますが、現場での取

組としては、やはりデータヘルスの推進に伴って活用保険者が拡大してきていること。そ

れから、課題分析を通じて医療、保健、介護、関連部署の連携がかなり進んでいるので、

こういった実態をうまく支援に生かしていきたいといったことなどを考えてございます。 

 地域の全体像の把握とか健康スコアリングなどのイメージ図がついておりますが、この

内容に関しても、下の緑の枠の検討の視点にあるとおり、既存のKDBシステムの活用マニュ

アルなどもございますので、その整合も含めて運営委員会の下のワーキング・グループに

おいて検討を行わせていただきたいと考えております。 

 最後の９ページも、支援に当たって計画見直しの整理表、様式６を下の左のほうに示し

ております。それから、データヘルス計画の策定支援に向けたサポートシートというのが

第２期の支援に当たって使ったものですが、この辺り、事業の振り返りのプロセスを大切

にしていくためにどのような状況で計画をつくっていっているかなどをチェックしていく

サポートのシートになるのですが、そういったものなどをうまく活用し、次の計画策定の

支援に生かしたいと思っております。こちらもワーキング・グループでまず具体的な検討

を行いたいと思っておりまして、この支援のサポートシートなどは参考資料１－２で御用

意させていただいております。詳細はそちらにお目通しいただければと思います。 

 資料２－１につきましては、こちらで改訂方針の大まかなところをお伝えいたしました。 

 資料２－２は改訂の構成案ということで、こちらは目次をざっと整理させていただいて

おりますが、一番左に現行のガイドライン目次を黒字で書いております。上の摘要に青字

は項目全体を追加する内容、赤字は内容を追加していくもの、緑字は情報を更新する内容

として、改訂の方針に沿ってそれぞれ色分けして一覧でお見せしております。第１章、第

２章に関しては、最新の情報に更新するといった内容の充実、追記などがメインとなりま

す。２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 今回御協議いただきたいと思っているのは、第４章、第５章などが中心となっておりま

すが、第４章に関しましては、昨年末に出しましたガイドラインで情報収集した連合会の

支援方策の最新の内容などに合わせて、一番右にありますが、保険者支援のためのガイド

との整合を図ることで項目追加や追記していくということを青字で書いております。３ペ

ージの一番下段にありますが、データヘルス計画の最終評価の項目が今はございませんの

で、ここを項目として追加していきたいと思っております。ここの内容は御協議いただき

たい一番の点になります。資料２－３では論点１から３で整理させていただいております。 
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 最後のページでは、情報に関して今までかなり多くの量を紙媒体でつけておりましたが、

ホームページのURLを掲載することで御紹介していく形に切り替えていきたいと思ってお

ります。 

 最後になりますが、資料２－３に、今まで御説明さしあげました改訂の論点として、ま

ず１番目、保険者が行うデータヘルス計画の最終評価や策定に当たって想定される課題や

困難に対してどのような点に留意してガイドラインの改訂を行う必要があるか、事務局と

して今考えている最終評価や計画策定の課題などを何点か箇条書きでお示ししております。

２番目が支援・評価委員会の事務局が支援に当たって考慮すべき点は何かということで、

主にはデータヘルス計画の標準化は都道府県単位で今動いておりますので、その辺りの動

きへの対応や、先ほどの背景で御説明しました支援のための様式やツール類を改訂する御

意見をいただくこと、個別事業の支援の在り方について御意見をいただくこと。その他と

して、ヘルスサポート事業全体の支援の評価を今後どのように見える化していくかなどの

点についてご意見いただくことを考えております。 

 その他、コロナ禍のこと、庁内連携など改訂に当たって事務局のほうで漏れている留意

点などございましたら、ぜひ御指摘いただきたいと思っております。 

 以上、論点まで御説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

（宇都宮委員長） ありがとうございました。 

 この中身の議論に入る前に、今の御説明に対して何か、ちょっとここの部分が分からな

いという質問とか、あるいは確認したいことがあるというようなことがあれば、まず先に

そちらの疑問点を解消するなり確認した上で中身の議論に入りたいと思いますが、何か御

質問とかがある先生はいらっしゃいますか。 

 岡山先生、お願いします。 

（岡山委員） 説明ありがとうございました。読ませていただいて、特に資料２－１の中

で新たに出てきた国保連合会が行うデータ分析の方向性の問題、それからKDB活用マニュ

アル等との整合性を図るといった今までつくってきた社会資源を活用しようというところ

は非常に大事ではないかと思うのですが、この内容と資料２－２の関係がよく分からない

ので、この辺、恐らくガイドラインのほうは項目別にざっと落とされたと思うのですけれ

ども、こちらの方針のほうはここを対応しないとということで、この辺はどう理解したら

いいのかなと思ったのですが、どうでしょうか。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。まず、確かに方針ごとに章立てが進

んでいるわけではございませんので、大きな改訂の内容に関しては、最終評価に向けて、

資料２－２の２ページ、３ページをお開きいただきまして、第５章の辺りにありますが、

データヘルス計画の策定支援、それから下にずっと続いて３ページに入りまして、今まで

なかった一番下の青字で記載させていただいているデータヘルス計画の最終評価、この辺

りの議論として内容を盛り込んでいきたいと考えております。 

（宇都宮委員長） 岡山先生、今の御説明で分かりましたか。 
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（岡山委員） これからまた議論もしていくこととなると思いますので、ありがとうござ

いました。 

（宇都宮委員長） 津下先生、お願いします。 

（津下委員） ありがとうございます。そもそも論になってしまって申し訳ないのですけ

れども、ヘルスサポート事業ガイドラインのこれ自体のアウトカムというか、何を成果と

して見ていくかということを整理しなくてはいけないと思います。これまでの事業評価を

基に次の改訂に行くわけですけれども、実施状況もかなりばらばらです。ヘルスサポート

事業では、国保ヘルスアップなどをうまく進めるとか、またはデータヘルスについて、手

挙げした保険者に対しての支援という考え方だったのが、保険者全体を支援するという考

え方に確実にシフトしてきているのかどうか。これ自体の狙いをもう一度きちんとディス

カッションして進めたほうがいいかなと思うのです。データヘルス計画のアウトカムとし

て、例えば医療費適正化とか健康状態の改善、悪化防止とかいろいろな指標を見ながら、

それとヘルスサポート事業への投入について整理をしながら、次期に向けてガイドライン

の改訂をしていくのか、単に国の出てきたものを受けて修正しますという形なのかという

のは、作業量も違います。次期に何をこのヘルスサポート事業で求めていくのかという認

識を明確にしておいたほうがいいのかなと思ったので、そこのところの確認をさせていた

だければと思いました。 

 以上です。 

（国保中央会 三好専門幹） 御質問ありがとうございます。非常に重要な点の御指摘をい

ただいたと思っております。確かに資料２－２では目次と改訂内容にしか言及しておりま

せん。今の御指摘のとおり、これまでの取組の結果、それから昨年度を通じてヘルスサポ

ート事業７年、８年の集大成として課題や対応などを御議論いただいてきております。そ

ういった方向性に合わせた内容を１ページでは１章、２章は国の動きなので、事務局で文

章を追記した案をまた図らせていただくことになるのですが、３章以降、ヘルスサポート

事業の概要といったところや、今いただいた御意見に関しては第３章以降にあるヘルスサ

ポート事業自体の概要や、２ページにある第４章の支援・評価委員会の流れ、それから保

険者支援の実際などの辺りで具体的な課題や対応策などについても認識合わせをした上で

書き込んでいけるよう検討を進めていきたいと思っております。その部分があるため、６

月から早めに改訂の議論を始めさせていただいております。実際に国のほうの手引きの改

訂を待って、そこと整合を図るだけであれば、手引きの改訂が済む、年度末近くになるの

ではないかと思うのですが、そこで文章を確認するという作業で終わってしまうのではこ

れまで続けてきたヘルスサポート事業の実態を踏まえた内容を盛り込むというところが落

ちてしまいますので、そういったことは先生のおっしゃるとおりの方向で検討を考えてい

たところでございます。ただ、この２－２の辺りに十分そこが書き込めていなかったとい

うことで、申し訳ございません。そこは意識して進めていきたいと思います。ありがとう

ございます。 
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（津下委員） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

（宇都宮委員長） 福田先生、これは関連の御発言でしょうか。 

（福田委員） そうです。 

（宇都宮委員長） では、お願いします。 

（福田委員） 今のに関連してタイムスケジュールですね。国の手引きがいつぐらいに出

る予定なのか、ガイドラインはいつできる予定なのかというのを教えていただきたいので

すが。 

（国保中央会 三好専門幹） 今日御参加いただいている国保課さんのほうから、何かスケ

ジュール等でお話しいただけるところがありましたらお願いしたいのと、中央会で進めて

いくガイドラインはその内容を反映して、年度末を意識してはございますが、手引きの出

てくるタイミングに合わせるところはどうしても必要となってまいりますので、年度を超

えての発行という形になるかもしれません。一応年度末は意識しているところでございま

す。国保課さんのほうからお話しいただけるところまで御意見いただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

（宇都宮委員長） 国保課のほうで何かお話しできるところまでお話ししていただきたい

と思いますけれども、どうでしょうか。 

（厚生労働省 国民健康保険課 伊原専門官） 国民健康保険課の伊原でございます。本日

はよろしくお願いします。 

 データヘルス計画の改訂の手引きにつきましては、今年度末の納品を目指して現在調達

作業を進めているところでございます。２月末に一旦手引きの改訂案をいただいて、３月

に開かれます高齢者医療課のワーキング・グループに提示をして、最終的には３月末とい

う予定でございます。 

 以上となります。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

（福田委員） ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） 尾島先生、お願いします。 

（尾島委員） ヘルスサポート事業ガイドラインの改訂の論点、資料２－３で論点をすっ

きりまとめていただいて、とても分かりやすくありがとうございます。１番目については、

従来から課題になっていることをよりしっかりとやっていかないといけないというところ

かなと思うのですが、時代の変化に沿ってとか状況変化で何か考慮しないといけないこと

として、コロナ禍というのは大きなところで入っていると思うのですが、何かほかにあり

ますでしょうか。一体実施の絡みとかが結構大きいのではないかと思っているのですが、

いかがなものでしょうか。ほかに何か、従来あまりなかったけれども考えなくてはいけな

くなった論点とかはありますでしょうか。 

（宇都宮委員長） いかがでしょうか、事務局。何かありますか。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。一体的実施に関しては、この運営委
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員会の下に高齢者の保健事業ワーキング、津下先生が座長としてお務めいただいているワ

ーキングでございますが、そちらのほうで個別事業として、一体的実施という事業展開を

踏まえた議論をして、その内容のガイドラインに関係するところを生かしていこうと今考

えてございます。１つはそれがあります。 

 あとは従来から想定されているもの、それ以外となると。 

（宇都宮委員長） コロナとか感染症とか、そういうのは何か関係することはありますか。 

（国保中央会 三好専門幹） やはり検討を進める上で支援・評価委員会の先生方と市町村

が密にならないように、いまだその辺りを注意しながら、Web会議やいろいろな手法を使っ

た支援が進んでいる状況があるので、そういううまい進め方なども反映して、保険者の実

態に合った支援を行うことは関係してくると思っております。 

 あとはやはり支援自体の評価をどのように見える化していくかというのは大きな課題だ

と思っておりますので、これは引き続きの課題の中で御議論いただきながら進めていけれ

ばいいかなと思っております。 

 そのほかの先生でお気づきの点などがありましたら、何か御指摘いただけると。 

（宇都宮委員長） 津下先生、手を挙げていらっしゃいます。 

（津下委員） 今、尾島先生、それから三好さんの回答にもあったのですけれども、ガイ

ドラインの対象として今までは連合会があって、保険者はその先にあった。支援・評価委

員会は保険者を対象としていながらも、連合会にいろいろ伝えるということの先には進み

にくかったと思います。昨年度、高齢者の保健事業一体実施で保険者を集めた5,000人参加

する研修会がオンラインだったからできたということもありました。そのようなデジタル

化の流れを活用するとか、最終的な受け手、つまり市町村を意識したガイドラインづくり

というのは必要になってくるのかなと感じているところです。連合会でとどまるところで

はなく、その先が最終的なアウトカムになっていかないといけないのかなと思っています。

また、都道府県が保険者になって保険者協議会のキーパーソンになっていったというよう

なことも、前回とは大きな変化になるので、その辺りは十分反映したガイドラインづくり

をしていく必要があります。これと都道府県の保険者協議会の動きとが合わないとかそう

いうことになってしまうといけないのかなということで、現行どんな制度になっているか

とか、今後どういうことを健康・医療戦略で見込まれているかということも調査の上、策

定されるのがいいのかなと思います。もちろんそういうことは国の方針にも入ってくるの

でしょうけれども、あらかじめ情報収集をしっかりしておいたほうがいいのかなと感じて

います。そのようにお願いしたいなと思います。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。承知いたしました。 

（宇都宮委員長） 尾島先生。 

（尾島委員） ありがとうございます。今、津下先生が言われた5,000人の研修会とかはす

ごいなと思って、そういうところは大事だなと思いました。 

 一体的実施で思っていますのが、これから一体的実施を考える上で、人口の中長期的な
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将来推計とかそういうことを考えたときに何をしていくべきかとかが大事ではないかなと

思っています。次期のデータヘルス計画も中長期的にうちの地域はどういう人口構成にな

って、今のままだと医療費はどうなるのかとかいうことを描いた上で何か考えていくとか、

そういう視点も大事ではないかと思っているところです。 

（宇都宮委員長） だんだん話が大きくなってきている気がするのですが、ありがとうご

ざいます。 

 もう確認事項を超えてきていると思うので、具体的な中身についての議論に移りたいと

思います。今、非常に大きな視点からの御意見をいただきましたけれども、短期間でどの

ぐらい反映できるかという問題はありますが、できるだけそこは事務局も考えていただけ

ればと思います。 

 中身について議論するに当たって、資料２－３の論点を中心に御意見いただきたいと思

いますが、２－１の検討の視点なども御参考にしていただければと思います。いろいろな

御意見が多分あると思うのですけれども、まず、２－３の資料がせっかくありますので、

これに沿って、例えば１番目の第２期データヘルス計画最終評価や第３期計画策定に当た

って想定される課題や困難に対してどのような点に留意してガイドラインの改訂を行う必

要があるかという論点を一応示されておりますけれども、これについて何か御意見のある

先生はいらっしゃいますでしょうか。 

 安村先生、お願いします。 

（安村委員） ぴったりの論点かどうか分からないのですが、考え方として、この後、事

例等の追加というところにも関連するかと思うのですけれども、事例追加という場合は通

常好事例の追加なのかと思うのですが、今回論点２にもありますけれども、考慮すべき点

で好事例を参考にするような視点でいくのか、それともなかなかうまくいかなかったとこ

ろの論点をしっかりクリアしてくためにはどのような支援が必要かという、もちろん両方

できればベストなのですけれども、そこら辺の共通認識というか方向性がどのようになっ

ているのかを確認したいということです。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） 好事例を示して、みんなこういうのをまねしましょうという感じでい

くのか、困っちゃったという事例を出してこういう解決法がありますよという感じなのか

というお話だと思うのですけれども、何か委員の先生方からこの点に関してございますか。 

 事務局としてはどういう感じで考えていらっしゃいますか。 

（国保中央会 三好専門幹） 事務局としては、この後ガイドの事例追加等ということで議

題３を挙げさせていただいております。そちらでは主に好事例を中心に集めています。た

だ、今初めて好事例になったわけではなくて、丁寧にヒアリングをさせていただいている

と、いろいろな課題とか困難がありつつ、そこを超えるためにこういう工夫をしたのでこ

ういう取組になって、だんだんよい状況を引き出すことができているというようなことが

見えてきております。ガイドのほうには、好事例として御紹介しておりますが、そのプロ
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セスの中での工夫といった部分が困難に対する課題への解決みたいな形でのヒントとして

御紹介できましたので、そういった視点でまとめさせていただいております。ですので、

今の御質問に対しては、両方狙いたいのですけれども、さすがにちょっと課題事例という

形ではお示しできないので、その辺りに気をつけながら引き出せたらなと考えております。

何かうまい進め方、よいやり方があればぜひ御教示いただきたいと思います。 

（宇都宮委員長） 津下先生、手を挙げていらっしゃいますけれども、何かございますか。 

（津下委員） ありがとうございます。重症化予防の大規模研究において、例えば自治体

の中で取り組んでいない市町村だけ集めてフォーカスグループインタビューをして、どう

いう要因が動かない理由なのかということを整理する。そこが一歩動くためにはこういう

仕組みとか、都道府県の役割とか、または関係者に対して周知するとか、自治体の人に対

する支援の在り方を検討する。安村先生がおっしゃったことは、できていないところの課

題を整理するということかと思うのですけれども、それで見えてくることはすごくあると

思うのです。 

 ヒアリングの対象で好事例は積み重ねの上とか、何かのことがあってうまくいった事例

ということになると思うのですけれども、今後広げていく上では、ヒアリングの対象者を

どうするかとか、一事例の紹介というよりも、フォーカスグループインタビューみたいに

ある程度似たような課題を抱えているところのディスカッションの結果などを盛り込みつ

つ、どちらかというと今後頑張りたいところに応援するような情報も掲載したほうがいい

のではないかなと思いました。それか、上からこうしなさいではなくて、現場目線の意見

からこうとか、またはそれに対する課題について既にクリアしたところではこんなやり方

がありますよみたいな仕方のほうが等身大になるのかなと思いました。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。今のお話で、フォーカスグループインタビュ

ーをして課題が見えてきたところに対する対応をやってうまくいったとか、そういう事例

もあるのでしょうか。 

（津下委員） これは大阪府の事例だと思うのですけれども、都道府県が集中的にできて

いないところの支援をする。だから、やっているところが動けるようにするのではなくて、

やっていないところに対する支援を厚くするような形とか、そういう動きにつながったと

聞いていますので、連合会の支援も手挙げ方式でどんどんやっていくところに対する支援

よりは、やっていないところに対して課題を整理して支援をしていくタイプも必要なのか

なと思いました。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。そうしたら、事務局、少し津下先生のケース

とかもお聞きしながら、また自分でやるというのもあるかもしれないけれども。 

 安村先生、お願いします。 

（安村委員） 今の津下先生のお話を聞いて、やはりそうだなと思うことで、特に中央会

の役割に近いかも分からないのですけれども、支援・評価委員会の取組の大事なポイント
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は、都道府県内での格差をなるべく縮小する方向で底上げというところに視点があること

を見せていくことがとても大事なのではないかなと思います。今、津下先生がお話しして

くださいましたが、やはり様々な取組をいろいろやられていると思うので、そういう取組

が底上げというか、好事例がこんなにあって、こんなふうにやると好事例になりますとい

うだけではないほうがいいのかなというところを、繰り返しですけれども、強調させてい

ただきたいと思いました。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 吉池先生、お願いします。 

（吉池委員） ありがとうございます。今のお話を伺っておりまして、私も好事例を見せ

るということだけでは無く、これまでもずっと保険者レベルでのPDCAサイクル、ＣからＡ

というのは取り組んできたわけですので、少し違う視点が大事かと思っています。 

 保険者レベルでのPDCAサイクルの話と、連合会レベルでのPDCAサイクルという議論を昨

年度始めたところです。そうしたときに、手挙げがされていないけれども、今まではデマ

ンドベースで、支援・評価委員会が対応していたわけですが、県と連合会が、県全体を見

渡して、手が挙がってきていないところも含めて医療費適正化の視点から包括的に見なが

ら保険者に対してどうアプローチしていくのか、リーチできないところはどうしていくの

かという論点では、１番と２番ですね。そこをうまく組み合わせて、１番はもうずっとや

っていることなので、むしろ２番の視点から手が挙がらないところ、あるいは連合会、支

援・評価委員会のPDCAサイクルとうまくつなぎ合わせて見つけていく必要があるのと思っ

ておりました。 

 そういう意味では、御説明にあったように県と連合会の関係、県の保険者としての位置

づけが大事になります。県の医療費適正化計画、あるいは国保協議会などの保険者毎のベ

ンチマークのような話と、実際の個別の保険者への支援というのは必ずしもつながってい

ないので、そういうこともつなげながらPDCAサイクルを回していく支援につなげていけれ

ばと思って聞いておりました。 

 以上です。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 尾島先生、先に手を挙げていらっしゃったので。 

（尾島委員） 先ほど安村先生からのお話で格差の縮小という言葉があったのですが、健

康増進計画でかなり主要テーマだと思います。健康増進計画との連動とかという項目はあ

まりないなと思いました。ヘルスサポート事業ガイドラインは国保連に向けて発信してい

るのであまり関係ないかなという感じだったと思うのですが、保険者まで考えていくと、

そこの絡みをどうするかと保険者はいろいろ考えているでしょうし、あと、国保連と都道

府県庁がどういう連携をするかとかも大事になってくると思います。どこまで厚く書ける
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かはあるのですけれども、項目としてここはあったほうがいいのではないかなと思いまし

た。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 岡山先生、さっき手を挙げていらっしゃいましたけれども。 

（岡山委員） 私もこれを読んでいて、ガイドラインを横のパソコンに映しながら見たの

ですけれども、どちらかというと、どういう戦略で支援をするかとか、どうやったら効果

があったとみなすかみたいなところがなくて、頑張って支援しましょうという内容に前回

はなっているので、今、先生方のおっしゃっているような、ある程度戦略づくりというと

ころをもう少し前面に出して、そこで誰を支援すべきなのか、どのように支援すべきなの

か、効果評価はどうやってするのかをしっかり書き込むのと、それから事務局と支援・評

価委員会との関係とかを整備するというところがやはり時代においては今ちょうど求めら

れているところかと思いましたので、その辺の今までの内容をより俯瞰して、どのように

やっていくのかができるといいかなという印象を持ちました。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 特に１番目の課題を中心に、ほかに何かございますか。なければ、後で思い出したらそ

こでお話しされてもいいと思うのですが、先ほどの指摘で私も健康増進計画との連動とい

うか、同じ市町村の中で健康増進計画もやっているのだけれども、どうして国保と連動し

ていないのかなと感じることがよくあったのです。本日の先生方は健康日本21に関わって

いる先生がたくさんいらっしゃるのですけれども、同じ市町村の中で、片や市町村という

言い方をして、片や保険者という言い方をして、そうすると変わってしまうという、そこ

の部分を橋渡ししないとあまりうまくいくものもいかないかなという印象を受けるので、

何かそういうところを解決できることがあればと思います。 

 岡山先生、お願いします。 

（岡山委員） 健康日本21は今度最終評価が出るのですが、ちょうど健康日本21ができて

から保険者の保健事業が本格化したということで、今まで健康日本21にも保険者の保健事

業はほとんど書かれていなくて、同じように保険者の保健事業側も健康日本21は一切無視

ではないですけれども、視野に入れていなかったということで、今起こっていることは２

つの計画がそれぞればらばらに動いているところなのですけれども、ちょうど今度同じ時

期に改訂があるので、その際に、私が別の会議で言っているのは、連携指標というか、健

康日本21は非常に学問的に精緻な目標が立っているのですけれども、なかなか評価そのも

のは難しいというところがあります。例えば血圧を下げるとかいう話をしたときですね。 

 だけれども、保険者はすごくデータを持っているので、保険者が保健事業の活用の中で

健康日本21の目標を読み換えて、それを達成していくみたいな絵を描けたら一番いいので

はないかなと思っていまして、そういう仕組みを、ちょうど今の時期であればまだ間に合



16 

 

うかもしれないなと思っていて、宇都宮先生がぜひこういうところに呼びかけていただい

て、双方が計画策定の際に意識するということから始めてはどうかと思いました。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。実は私は今日この後、健康局に行くことにし

ていますので、ちょっとお話ししてみますね。 

 津下先生、手を挙げていらっしゃいますけれども、お願いします。 

（津下委員） ありがとうございます。今、私も健康日本21の最終評価に関わっている中

で、この10年間でどんな取組が行われたかということの中に、保険者の動きとかデータヘ

ルス計画、地域・職域連携とかそういうことも書き込んで、この10年間はかなり保険者の

動きが大きかったということも最終評価には入る予定になっています。それを受けて次期

に進んでいくのかなと思います。なので、岡山先生がおっしゃった、逆に保険者としてど

うしていくかということを考えたときに、国保は国保のことだけ考えている時代ではなく

て、例えば重症化予防の事業をやっているときに、国保に入ってからスタートするのでは

間に合わなくて、国保のデータ分析結果を基に被用者保険に対してもうちょっとしっかり

予防をやってくださいとか、または後期高齢者になったときにどうなっていくかというこ

とも、全体像、データを俯瞰しながら、単にその保険者だけではなくつながりの中で事業

を捉えていくというふうになっていけば健康日本21も整合性が取れてくるのではないかと

思います。今回も国保組合に対する支援がどの程度入るのかなというのは、１つは国保連

合会のテリトリーの中の被用者保険なのでそう思ったのですけれども、それ以外にもやは

り協会けんぽとかそういう他保険者との連動なども次期にはかなり重要になってくるのか

なと思いました。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。何かほかに御意見ありますか。 

 健康課題と保健事業の紐付けができていないというお話がありますけれども、健康日本

21のほうを取り入れるというか、連動すると、健康日本21は大体課題に対してどういうこ

とをやるとある程度見えている気がするので、参考になると思います。中には難しいのも

あるけれども、目標とか指標設定もかなりの数が示されているので、連携するとその辺も

結構解決に結びついてくるのかなというのが私の印象としてはあるので、そういうことも

考えていただければと思います。 

 では、２番目の課題はいかがでしょうか。既に少し触れられておりますけれども、支援・

評価委員会や事務局が支援に当たって考慮すべき点ということですが、何かございますか。

吉池先生、お願いします。 

（吉池委員） 今までの議論の続きになりますが、やはり国保とヘルスのつながりという

のは県レベルでもしっかりやっていただかないと、そのようなことが市町村でも進みにく

いと思いますし、さらに言うと、組織的な縦割りについては指摘もし、いろいろなことを

書き込んできたわけですが、何らかの好事例、例えば、県レベルなどでの健康日本21と国

保関係のつながり、あるいは組織的、人的な好事例などがもしあれば積極的に紹介してい
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くことが必要と思っています。組織的な人事配置や異動等は致し方ないことはあるのです

けれども、その中でヘルスと国保をつなげるような人材を専門職としてつくっていく、そ

のためにはどういうトレーニングをするといいのかということも含めて、すぐには難しい

かもしれませんけれども、今後何か示されるといいと思っています。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 福田先生、手を挙げていらっしゃいましたけれども。 

（福田委員） 論点の２のところでもありましたし、先ほどの国の動きの中でも標準化と

いう言葉が出てきていますね。さっき国の動きの中でアウトカムベースでも適切なKPIと

かいう言葉が出てきているのですけれども、結構多義的にというか、意味がいろいろと複

雑に使われていると思うのですが、その辺りはどういうことを標準化というふうに思って

いるのかとか、KPIについて少し認識の統一みたいなことが必要かなと思うのですが、いか

がでしょうか。 

（宇都宮委員長） 事務局、何かありますか。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。こちらとしては国保課で示されてい

る調査結果を基に県レベルで進んでいる標準化の動きを拝見しているような状況ですので、

それは目標値まで標準化していこうというところや、ほかの市町村がどのような評価指標

を設定しているかを参考情報として共有しているといったようなレベルまで様々な状況で

あるというような実態なので、今後、国の検討の中で標準化の議論が進んでいくのではな

いかと考えています。それでよろしいでしょうか。 

（福田委員） もしよろしければ、国のほうから、どのような議論なのかというのを差し

支えなければ手短にお願いしたいと思うのですが。 

（宇都宮委員長） これは厚労省側で何かお答えできることがありますか。ちょっと不意

打ちの質問で答えにくいかもしれないですね。 

（福田委員） むちゃ振りですけれども。 

（宇都宮委員長） では、後で何か話すことがあれば、厚労省からお話ししていただくと

いうことですみません。 

 津下先生、手を挙げていらっしゃいますか。 

（津下委員） ありがとうございます。支援・評価委員会が機能するためにはどういうこ

とが必要かということを考えるのですけれども、支援・評価委員の先生方がいろいろな政

策とか健康日本21とか全て把握された上で保険者の支援に当たっているのか。地域の各専

門の先生にお願いしているわけで、支援・評価委員の先生方の標準的なテキストというと

あれですけれども、こういう政策がありますよとか、こういうメニューがあるとか、本当

だったらそれができることも御存じないためにうまく支援ができていないということもあ

り得るのではないかと思います。年に１回報告会をやっているのですけれども、支援・評

価委員会の先生方への情報提供とか、それでいいのかどうか。事務局についても、結局ば
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らつきがある中で、必要な情報について十分取得された上で支援できているかどうかとい

うことは気になるところになります。こういうガイドラインでもって、ガイドラインの活

用というか、ヘルスサポート事業のガイドラインというのは事務局だけが見るのか、支援・

評価委員会の先生方も見ているのか、支援・評価委員会の先生方に何かこのヘルスサポー

ト事業というのはこんなものですよというのをお渡ししているのかどうなのかとか、その

辺りがまず標準化の第一歩になるのではないかと思うのですけれども、それはいかがでし

ょうか。今後御検討の中に入っていくのでしょうか。 

（国保中央会 三好専門幹） 今いただいた御質問に関して、まずガイドライン本体は支

援・評価委員会の先生に御覧いただくために作成しており、もちろん事務局のためでもご

ざいますが、支援・評価委員会の先生にはこの内容を御理解いただいた上で支援に当たっ

ていただいているというふうに考えております。それは年に１回中央会に集まる報告会の

ベースだけで間に合う話ではありませんので、各連合会が事務局として支援・評価委員会

の先生方に御説明しながら一緒に進めていってもらっているものと考えております。 

 今後、先生方に向けた標準的なテキストとかそういったお話もございましたが、まずそ

れぞれの政策に基づいて進んでいるものは、国のガイドラインそのものもございますので、

そういった情報を提供するということは積極的にお示ししたり、お伝えはしているのです

が。 

（津下委員） 実際には、例えば臨床の先生は健康日本21も、国の政策がどうなっている

ということもあまり御存じないまま、診療と保健事業の区別がうまく整理されないまま支

援されることもあるかもしれないし、公衆衛生の先生は逆にどういう介入が必要かという

ことを十分御理解されない場合もあるということで、支援・評価委員会の機能向上という

のは必要なのだろうなとは思ったりするのです。機能向上につながるような事例もあると

思うので、そういう事例などで支援・評価委員の機能を高めるという観点も視野に入れた

らどうかなと思いました。 

（国保中央会 三好専門幹） 検討課題として、今後も引き続き御意見いただきながら、こ

れらの工夫や方法の事例なども多少見聞きしますので、そういったものも示しながら御意

見いただいて、この辺りの検討を進めたいと思います。ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） 安村先生、お願いします。 

（安村委員） 手短になのですけれども、今の津下先生の話をベースとして私も考えるの

に、支援・評価委員会の機能強化という視点で言うと、多くの先生ではないかもしれない

ですけれども、健康日本21の地方計画の策定の関係の委員になっている方もいらっしゃる

と思うのです。いない県もあるかも分かりません。でも、名前を思い出すと被っている先

生が結構いらしたと思うのです。 

 今回のガイドラインの中では、今、津下先生が言ったようなこと、機能強化をする意味

で、委員の選考とか委員の追加がもし可能なのであれば、例えば、健康増進計画の策定に

関わる人はそんなに多くないかもしれないですけれども、健康日本21、健康づくり施策に
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関わっているような委員に積極的にお声がけして、支援・評価委員会の強化を図るという

ことも非常に重要なのだという視点を明確にしたほうがいいと思うのです。 

 そのアウトカムということで考えると、先ほどもありましたけれども、指標尺度という

ことで言うと評価指標が、私は両方関わっているという視点で言うと、指標が健康日本21

のほうだと、例えば喫煙でも、運動でも、上流の部分とあとは死亡だったりするのですね。

真ん中の診療部門や介護というところは指標にあまり入っていないのが福島なんかなので

すけれども、そこをつなげる。宇都宮先生がさっきおっしゃったように、何でそこがうま

くつながらないのだというと、ちょっと属人的かもしれないですけれども、両方が分かる

人を委員に入ってもらうというようなこともヘルスサポート事業のより効果的・効率的な

運営には有効だみたいな話も論点として入れていただければなと思いました。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。人事的改革を行うような感じですが。 

（国保中央会 三好専門幹） 事務局としてはかなり荷が重い、でも非常に重要でかつ具体

的な御示唆をいただいたと思いまして、関係各所にも事前に根回ししながら、可能な範囲

で検討を進めさせていただきたいと思います。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 ほかに何かございますか。先ほどの福田先生の質問の標準化とかKPIに関して、厚労省、

その後何か話せることはできましたか。 

（厚生労働省 高齢者医療課 宇野調整官） 高齢者医療課の宇野でございます。高齢者医

療課としましては、今、一体的実施に関しては、津下先生に代表を務めていただいていま

す研究班で一体的実施の各事業に関しての評価指標の御検討をいただいております。既に

解説書という形でまとめていただいていまして、KDBと連動した一体的実施・KDB活用支援

ツールというものを作成しており、そちらでどういう対象者に向けて保健事業を行うのが

よいかという提案と評価指標ということでお示ししているところでございます。 

 解説書及びツールを中心に評価指標の標準化ができるかどうかというところを今期、検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 では、国保課、お願いします。 

（厚生労働省 国民健康保険課 伊原専門官） 伊原でございます。私どももただいまの宇

野調整官と同じように考えておりますが、国保課としても標準化、指標なり、どこまで今

回のデータヘルス計画の手引きの中で標準化を定義できるのかというところも含めまして、

今後の検討会の議論の中で考えてまいりたいと思います。KPIにつきましても、PDCAサイク

ルを回すこと、それがKPIの達成に向けての最重要課題というふうにも考えております。

KPIの定義はいろいろとネットなんかでも出ているわけではございますけれども、私ども

としましては、基本に立ち返ってPDCAサイクルの適切な実行ということを考えてはおりま
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す。 

 ということで、以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 県の立場として、清水先生、何かコメントございますでしょうか。 

（清水委員） 清水です。よろしくお願いします。非常に勉強させていただきながら聞か

せていただいておりました。データヘルス計画の標準化というところは滋賀県でも今、ど

のように進めていくかというところで連合会と相談を進めているところで、今の国保課の

伊原様のお話ですと、標準化を定義できるのかという点について、これから検討されると

いうことでしたが、滋賀県としては何をもって標準化というのかという点についてはこれ

から詰めていかないといけないと考えています。そういう方向で進めていこうと思ってい

ることについては誤った方向性ではないと理解をしておいてよろしいのでしょうか。 

（厚生労働省 国民健康保険課 伊原専門官） 御認識のとおりでございます。滋賀県様を

含めまして、先行して標準化ツールを利用されている都道府県様はございます。その中で

先行されている都道府県様に、それとはまた別になのか、それとも一緒になのか、どうい

った形で標準化を進めていくのかというところがこれからの検討会での議論になってまい

ると思いますので、よろしくお願いします。 

（宇都宮委員長） よろしいでしょうか。 

 それでは、岡山先生、手を挙げていらっしゃいます。 

（岡山委員） 私は意見ではないのですけれども、今回の議論を受けてワーキングでこれ

を検討するということなのですが、聞いているだけで、一体これはどれだけかかるのかな

と。いろいろな意味で論点がたくさんあって、どう絞っていくかというのは大きな課題か

なと思いました。それで、ワーキングをやる際に、やはり予備勉強とか論点整理とかをし

ながらワーキングの回数を増やすというよりも、例えば私はKDBのツールとかがどこまで

できていて、どんなふうにするのだというのは分かりませんので、それをワーキングの場

の前に、例えば情報提供の機会とかをいただきながら、そういう形で論点を整理していく

ような流れをつくってやっていけるといいなと思いました。事務局の方、よろしくお願い

します。 

（国保中央会 三好専門幹） たくさんの御意見をいただきました。いずれも重要な観点で、

ぜひ検討を進めるべきというご意見として、今いただいた形でワーキングの開催について

も少し工夫した進め方を考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見、御質問のある先生はいらっしゃいますでしょうか。 

 ちょっと私から質問というか、たまたまこの間、別の医療関係の会議だったのですけれ

ども、標準化という言葉と統一化は違うと。統一化というと、もうとにかく全部一緒にし

てしまうということなのだけれども、標準化というのはある程度のものを示しながら、か

といってその状況に応じて多少柔軟に変わるというようなお話を聞いたのですけれども、
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ここでいう標準化というのも大体そういうイメージでよろしいのでしょうかね。例えば何

とか県というと全部統一の指標とかいうのではなくて、一応、県としては全体こういうの

をやっていただきたいけれども、市町村の状況によっては若干違う、そういうバリエーシ

ョンもあり得るという、そこはそういう理解でよろしいですかね。 

 では、例えば清水先生、どうですか。 

（清水委員） 本当におっしゃるとおりで我々の県としては進めていっています。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。そこは単なる確認なのですけれども、すみま

せん。 

 それでは、その他のところですけれども、何か。コロナの話とか、庁内連携とかその辺

は先ほどからたくさんお話が出ていますけれども、何かほかに論点として議論しておいた

ほうがいいようなことはございますでしょうか。 

 特になければ、後で思いついたらまた言っていただければと思います。 

 では、時間の関係もございますので、次に、議題３の「保険者支援のためのガイド」事

例等追加について、事務局から御説明をお願いします。 

 

（３）「保険者支援のためのガイド」事例等追加について（協議） 

（国保中央会 三好専門幹） それでは、資料No.３によって御説明いたします。「保険者

支援のためのガイド」の事例等の追加について。昨年度末に作成したばかりでございます

ので、このガイドについて今年度は活用状況をまず把握したいと思っておりますが、それ

は１年走った後半で行いたいと思います。一方で、事例等に関しましては昨年のヒアリン

グを実施できた連合会数がまだ47のうち半分に満たないような状況でございますので、残

りの連合会等を中心に、様々な事例含めてヒアリングをしながら展開できる事例を収集し

ていきたいと思っております。 

 先ほどいただいた御意見で課題などを含めたグループヒアリングなども一部検討してい

きたいと思います。それらによって集めました①の下の枠にありますヒアリング調査結果、

それから②のガイドの活用状況の調査、それぞれ前半、後半で予定したものをまとめて、

ある程度内容を取りまとめた状態を年度内の動きとしたいと思っております。 

 ガイドの改訂自体はこれらの内容を盛り込むと年度をまたぎ、活用状況を踏まえますと

どうしてもそうなってしまいますので、来年度以降の改訂を予定したいと思っております。 

 以上でございます。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。ただいまの御説明に対して何か御意見、御質

問のある先生はいらっしゃいますでしょうか。先ほどからの議論で、好事例だけではなく

てというお話が何回か出ておりますけれども、特によろしいですか。 

 津下先生、お願いします。 

（津下委員） ヒアリングなのですけれども、国保連合会へのヒアリングなのですが、保

険者支援のためのガイドの場合、連合会がどういうふうに支援していますよというヒアリ
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ングも大事なのですけれども、保険者として支援を受けてどういうふうに事業が変わった

とか、支援があったことでこういうふうに進められましたみたいな、好事例をやるなら保

険者に対するヒアリングがあってもいいのではないかと思ったのですけれども、その辺を

御検討されたりは可能なのでしょうか。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。現時点までは保険者直接はないので

すが、例えば関係のほかの団体さんとか、今日は御欠席なのですが、菅野委員からは、民

間活用をして事業を進めているところなどもあるので、そういった事業者さんあたりも含

めて検討したらどうだろうかというような御意見もいただいております。ヒアリング先に

関しましては少し検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） 津下先生、先ほど動かない自治体を集めて、フォーカスグループなさ

っていろいろ得るものがあったというお話をされましたけれども、そのフォーカスグルー

プの対象は保険者だったということですか。それとも連合会というか国保連。 

（津下委員） 例示したのは保険者ですけれども、今回は連合会の中で今まで、それはど

のレベル感でするかという話なのですけれども、先ほど話したのは県の中で動いていない

ところについてインタビューしたという感じです。なので、今回は連合会で幾つか集まっ

て情報を聞くとかそういうことはあり得るのかなと思いました。 

（宇都宮委員長） 連合会だけではなくて、直接保険者を集めて、フォーカスグループと

いう手法を取るかどうかは別としても、それで聞くことによって得られるものもあるので

はないかということですね。 

（津下委員） そうですね。今私がお話ししたのはどちらかというと保険者支援をしたこ

とのヘルスサポート事業の受け手であるところが、それをどう見ていて、どういうことが

役に立っているのかということを盛り込めたらモチベーションも上がりますし、どういう

ことが役に立って、どういうことはあまり効果がなかったとか、そういうことで力を抜い

ていい部分も分かるのかなと思ったのです。ただ頑張っていますという話ではなくて、受

け手にどういう影響があったかということが聞きたいなと思いました。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。では、事務局、ちょっとそこも考えて。 

 安村先生、お待たせしました。 

（安村委員） 津下先生がいっぱい話してくれたので、言いたいことの半分はおっしゃっ

ていただきました。もう半分は何かというと、まさに国保連合会へのヒアリングと保険者

とこのガイドというのは誰に向いているかというと、国保連合会職員と支援・評価委員会

の委員が対象なのですよね。それで思ったのは、好事例の場合に連合会に聞く、それで保

険者に聞くのもいいのですけれども、裏を取るという意味ではないですが、支援・評価委

員会の委員長または誰かに話を聞いて、どういうふうにしたら連合会と支援・評価委員会

がうまくいっているのかとか、連合会のほうはこう見ているけれども、支援・評価委員会

のほうではこうだみたいな、そういう表裏みたいなところがあって、かつ保険者にという

のが僕はセットとしてはいいのではないかなと思いました。 
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 以上です。 

（宇都宮委員長） どうもありがとうございます。 

（安村委員） 全部にやれというわけではないですよ。可能な範囲でできる部分で。ごめ

んなさい。ちょっと言葉足らずでした。全部にやれとかではなくて、その中で幾つか選択

してすると、より深掘りした支援の実態が見えるのかなという意味です。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。運営委員会の委員の皆様にも支援・

評価委員を務めていらっしゃる先生がいらっしゃるので、その節は御協力をよろしくお願

いいたします。 

（安村委員） ちょっと私の言い方が間違えましたか。県の支援・評価委員会の委員に聞

くという。 

（国保中央会 三好専門幹） そうです。誤解しておりません。県の支援・評価委員会の委

員になられている先生がこちらに御参画されている方で何人かいらっしゃいますので、そ

ういう方には優先的にお願いしたいなと。ぜひよろしくお願いいたします。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 では、福田先生、お願いします。 

（福田委員） 確認ですけれども、スケジュールのところでガイドラインの改訂と支援ガ

イドというのが横に走っていて、それは全く独立になっていますけれども、その支援ガイ

ドを基にガイドライン改訂に生かすとか、そういうことは今のところは考えていないとい

うことでよろしいですか。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。一応、線引きはそういうふうに見え

るのですが、資料２－２を御覧いただきますと、目次ベースで御説明したのですが、連合

会の支援のノウハウなど最新の情報としては支援ガイド自体にかなり書き込んでおります

ので、支援のPDCAなどの観点も検討中のものもありますが、問題提起しております。そう

いったものは資料２－２の２ページにお示ししているように、支援ガイドとの整合を図る

という言葉だけで説明不足でしたが、そこで得られた内容などはこちらのガイドラインの

ほうにも反映していこうと思っておりますので、動きとしては連動していると思っており

ます。具体的な調査などは独立して進めさせていただきたいという線表になっております。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 高齢者医療課、手が挙がっていますか。お願いします。 

（厚生労働省 高齢者医療課 宇野調整官） 宇野でございます。保険者支援のためのガイ

ドと国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドラインのすみ分けといいますか、どちら

も結構重厚な形でボリュームもあるのですけれども、そちらについて目的と対象のすみ分

けがあればお教えいただければと思います。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。まずガイドラインに関しましては、

平成26年にこのヘルスサポート事業が開始されるに当たって必要な事業の進め方に関しま

して、手続も含めて連合会と支援・評価委員会の先生方が事業を進めるに当たって必要な
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内容を盛り込んだものとしてまとめております。 

 一方で、支援ガイドに関しましては、ガイドラインがそういう意味では事業の教科書の

ような形を取っておりましたので、具体的なガイドラインを基に支援に入って取組を進め

る上で参考となるノウハウとか、それから実際に起こった支援の結果などがどのように発

展しているかなどを見える形で支援のPDCAでまとめていったものとなります。事例中心で

御紹介している内容。ほかの県の連合会の取組などを参考にして、より具体的なところは

情報交換を現場サイドでやっていただきながら、よりよい支援に向けて使っていただいて

いると思っております。 

 なので、どちらかというとガイドラインは初級者がまず確認しておく必要があること。

ガイドのほうは、中級とは言わないですけれども、初級も含めて、皆さんよりスキルアッ

プを図るためにこのガイドを活用して保険者支援に入ることを目標に、事務局を対象とし

て内容を深めたものだと思っております。一応そのような整理で作成しておりますが、よ

ろしいでしょうか。 

（厚生労働省 高齢者医療課 宇野調整官） ありがとうございました。高齢者の保健事業

に関してのガイド等、テキストもかなりあると認識していますので、またたくさんガイド

があってメンテナンスが大変だし、使う側、見る側も大変なのではないかと思ったので、

確認させていただきました。ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。実際に私もこの委員会に来てから、ガイドと

かガイドラインとか手引きとか支援とかサポートとか同じような言葉のものがいろいろあ

って非常に分かりにくくて、それは整理してくださいということを事務局にお願いしてお

りますが、場合によっては重なりそうなものは統合するとか、役所の縦割りとかもあって

難しいと思うのですけれども、行く行くはそういうのも考えたほうがいいかなと思います。 

 それは感想ですけれども、いずれにしても整理したものをつくっていただいて、やはり

頭の中がごっちゃになるとちゃんと議論が進まないので、そこは大事なところかなと思っ

ております。よろしくお願いします。 

 ほかに何かございますでしょうか。特にございませんか。 

 そうしたら、議題４の令和３年度事業報告書（速報版）の取りまとめについて、事務局、

御説明をお願いします。 

 

（４）令和３年度事業報告書（速報版）の取りまとめについて（報告） 

（国保中央会 﨑村） 事務局より御報告させていただきます。資料No.４を御覧ください。

こちらは令和３年度国保・後期高齢者ヘルスサポート事業報告書の取りまとめについて（速

報版）となっております。昨年度も御議論いただいておりますが、ヘルスサポート事業報

告書につきましては、国保連合会に対して調査する連合会票と、ヘルスサポート事業を御

利用いただいた保険者に対して記載をお願いしている保険者票の２種類ございます。本日

は速報版としまして、連合会票の数値に関して集計したものをお出しさせていただいてお
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ります。 

 連合会票に関しましては、まだ自由記載等もございますので、その辺りの分析、加えま

して保険者票の集計結果等を併せまして、報告書の完成版は次回のヘルスサポート運営委

員会で出させていただく予定となってございます。昨年度は２月の運営委員会に出させて

いただいて、大変遅いという御意見をいただきましたので、次回、10月から11月の運営委

員会を目途に集計作業を進めている状況でございます。 

 では、実際に速報値の概要を御説明させていただきます。１枚めくって１ページから御

覧ください。令和３年度のヘルスサポート事業における事業支援保険者数は1,137、構成市

町村は361となってございます。事業支援率は57.7％でございました。令和２年度と比較す

ると事業支援保険者数は減少していたと書いておりますが、具体的に数値ベースで見てい

ただきますと、一番下の合計という欄を御確認ください。両括弧の数値が令和２年度の数

値となってございます。都道府県で見ますと令和２年度は42であったのに関して43と１県

増えている状況ですが、隣のヘルスアップ事業Ｂ・Ｃに関しまして、令和２年度は555市町

村国保でしたのが523と市町村国保の部分が少し減っている状況でございます。令和２年

度は中間評価の実施時期でしたので、例年より市町村国保の支援数がかなり増えていたと

いうこともあって、令和３年度は少し減少したように見えるというところもあるのかなと

思ってございます。 

 一方で、後期高齢者医療の構成市町村に対する支援ですが、２ページの右側に表として

まとめてございます。こちらは令和２年度と聞き方を変えてございますので、令和２年度

を令和３年度の合計の下に記載しておりますが、例えば広域連合を通じ支援した構成市町

村数は令和２年度合計は168であった状況ですが、その上、令和３年度は合わせると240と

なってございます。また、支援・評価委員が直接支援した構成市町村数も令和２年度は195

であった状況ですが、令和３年度を合計すると361ということで、構成市町村の数が1.8倍

ぐらいに増えていて、かなり支援・評価委員会の支援内容としては増えているところが見

てとれます。 

 次に３ページを御覧ください。こちらは支援・評価委員会の開催状況及び事務局体制等

を都道府県別にまとめた表になってございます。こちらは４ページ以降で図表化したもの

がありますので、図表を中心に御説明させていただきます。まず、図表２－２、支援・評

価委員会の事務局体制ですが、事務局の人数が多い順に大阪府、北海道、福島県となって

ございます。令和２年度は北海道が多かったのですが、大阪府が２名増えていて、福島に

関してもプラス３名となっている状況でございます。 

 次の表、都道府県ごとの委員会の開催状況になりますが、開催回数が多い順に北海道、

兵庫、石川、福島となってございます。例年この辺りが多い状況なのですが、福島県に関

しましては、先ほど事務局の人数が３名プラスになっているということですが、令和３年

度は委員会の回数もプラス４回となっていて、事務局体制の強化と委員会の回数の強化が

図られているということが見えるかなと思っております。 
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 次のページを御覧ください。委員会の活動方法についてまとめています。まず、図表２

－４、開催場所に関してですが、保険者に出向いての支援が多かったのが福岡県、北海道、

石川県でございました。北海道は例年、広いこともあって保険者での支援が多いのですが、

福岡県に関しましては、令和２年度ゼロ回だったのが18回ということで、かなり保険者に

出向いての支援を強化したのかなと思ってございます。一方で、保険者以外での支援が多

かったのは兵庫県、福井県になります。兵庫県に関しては、Web等を活用した場合も保険者

以外でのカウントになっておりますので、例年兵庫県は頑張っていらっしゃるのですが、

福井県に関しては保険者以外での開催回数が６回ほど増えている状況が見られます。 

 続きまして、下の表は支援形態を都道府県ごとに見ているものになります。個別支援に

関しましては、多い順に福岡県、福井県、三重県となっていますが、こちらでも福岡県が、

先ほど個別支援がゼロ回から18回にアップしたと御説明させていただきましたが、個別支

援も令和２年度は11回だったのが30回ということで３倍近くに増えてございます。かなり

強化していただいたのかなと思っています。福井県に関しましても、10回から22回という

ことで２倍以上増えているような状況になっております。 

 続きまして、６ページ、支援・評価委員会の活動方法について、都道府県別ではなく経

年比較で表していただいたまとめになります。まず、開催場所に関しましては、保険者以

外での実施が多くなってございますが、こちらはWeb開催を保険者以外での実施としてカ

ウントしておりますので、令和３年度はWeb開催が多くなった影響が見てとれるかなと思

っております。 

 続きまして、図表２－７、支援・評価委員会の支援形態に関しましては、集団より個別

が多くなってございますが、令和２年度と比較すると令和３年度で集団の支援が少し戻っ

ているような状況になっております。コロナ禍で令和２年度はかなり個別支援をやってい

た状況でしたが、少し集団が再開しているのではないかということが見てとれます。 

 ただ一方で、図表２－８、保険者同士が意見を交換する場の設定ですが、こちらは引き

続き、令和２年度と同水準、または少し減っているような状況でして、昨年度の事業報告

書で意見交換の場はとても重要だと、保険者同士のPR的な役割もあるという意見もありな

がらも、コロナ禍でどうしても意見交換の場が減っているというところが見てとれます。 

 次に、図表２－９、支援・評価委員会のWebの活用状況に関しましては、活用した連合会

が半数以上になってございます。なお、令和２年度に関しましては書面にて開催したとこ

ろも多かったのですが、令和３年度は書面開催がほとんどなくなり、Web開催のところが増

えているような状況です。 

 続きまして、７ページは支援・評価委員会の活動状況を月別に比較してございます。支

援・評価委員会やワーキング、研修会などの活動状況を月別に見たものが図表２－10にな

りますが、こちら自体は６月からスタートが多くなってきて、年度末にかけて開催が延び

てくるというのは例年の傾向と変わらない状況になります。 

 今回、図表２－11で令和２年度と比較させていただいております。第１回の委員会を開



27 

 

催した月に関しまして、令和２年度も６月が最も多い状況でしたが、令和３年度に関しま

しては、第１回を６月に開催した連合会が20と６増えていて、全体的に令和３年度は令和

２年度より前倒しで第１回委員会を開催する傾向にございます。令和２年度ですと11月、

12月辺りに第１回をやっている連合会もありましたが、今は10月スタートになってござい

ますし、毎回ここで御報告させていただいております３月に１回目をやる連合会は変わら

ずいましたが、そちらも２月に１か月前倒しになっていると。でも、ここは相変わらず２

月に最終的な評価委員会を１回やっているだけで、ワーキングで支援自体は前倒しでやっ

てるという状況は変わりませんが、委員会自体の開催も早くなっているという状況が見ら

れました。 

 以上になります。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。今の説明に対して何か御質問、御意見のある

先生はいらっしゃいますか。福田先生、お願いします。 

（福田委員） たくさんまとめていただいてありがとうございます。最初の１ページ、２

ページで事業支援率というのがあって、結構都道府県によって違いますけれども、各連合

会はこの数字をどのくらい気にしているのか、そういうあれはありますか。これを見ると

東京はどうだなと、私の努力が足りないなとか思うのですけれども、その辺りを連合会さ

んはどういうふうにこの数字を受け止めているのかというのが分かれば教えてください。 

（宇都宮委員長） 事務局、いかがですか。 

（国保中央会 﨑村） 東京で言いますと、こちらはヘルスサポート事業における支援率で

あって、東京の連合会さんは、我々はヘルスサポート事業以外で個別の保険者支援を頑張

っているとおっしゃられることがあって、連合会によって保険者支援のメインをヘルスサ

ポート事業として捉えて、ヘルスサポート事業の支援事業者数を増やすということを頑張

っている連合会さんと、ヘルスサポート事業はあくまで連合会の保健事業の一部であって、

従来からヘルスサポート事業の枠ではなく保険者との関係性をつくって保険者支援をやっ

ていっているという連合会さんがいるような印象を受けていますが、どうでしょうか。 

（福田委員） 全体的な連合会の支援事業の活性化のためには、この数字、結局数字が重

要なところではあるので、その辺りを強調するというのは１つの手ではないかなと思いま

した。 

 以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。 

 吉池先生、手を挙げていらっしゃいますが。 

（吉池委員） ありがとうございます。速報版ですが、大変参考になりました。先ほど、

10月のこの委員会で確定をして正式な報告という御説明をいただいたのですが、この速報

版の段階で、例えば連合会のほうにはフィードバックをする予定なのかという質問です。 

（国保中央会 三好専門幹） 一応「関係者限り」のうちには連合会も入っておりまして、

この速報版の段階で連合会にはフィードバックすると考えております。 
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（国保中央会 﨑村） そもそも運営委員会の資料自体はホームページに一般公開する予

定です。 

（国保中央会 三好専門幹） 資料の内容によってはホームページ公開の際に一部非公開

とするものもございますが、これに関しましてはホームページ上で公開していくように考

えております。 

（福田委員） ありがとうございます。先ほどヒアリングの話がありました。安村先生が

おっしゃったように、連合会だけではなくて委員のほうもヒアリングされるといいのかな

と思っていましたけれども、ヒアリングのとき、件数が中心ですけれども、こういうベー

スのデータがあったほうがいろいろ昨年度どうしたという振り返りもできるかと思います

ので、この速報版をうまく活用していただけたらと思って発言しました。ありがとうござ

います。 

（国保中央会 三好専門幹） ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） ほかに何かございますか。いつも年明けでないと出てこなかったのが、

「やればできるじゃないか」という話ですけれども、事務局、御苦労さまでした。 

 以上で４番目までの議題は全部終了しましたが、菅野委員が遅れて入ってこられました。

これまでの議題の中で一応みんな議論はしてしまったのですが、もし何かコメントされた

いことがあれば、ここでどうぞ。 

（菅野委員） すみません。前回に続いて今回もほとんど出られずに申し訳ないです。議

場のほうに出ておりました。 

 意見ということなのですけれども、あえて言えば、今の事業報告書なのですけれども、

今、事務局の体制が人数で示してあるので、支援・評価委員会の開催状況のほうの事務局

の体制なのですけれども、こういうのを前の表の支援保険者数に対して割り返したときに

１人当たりどのくらいやっているのかというのに多少の相関はあるのかなと思ったので、

事務局のパワーの入れ方がこういう支援の仕方にもしつながっているとすれば、そういう

見える化もいいかなというふうに思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

（宇都宮委員長） ありがとうございます。今のはこの速報版についての御意見ですよね。

後から入られたので、１番、２番、３番の議題についても、もし何かここでおっしゃりた

いことがあればおっしゃっていただければと思うのですけれども、何かございますか。 

（菅野委員） それぞれに細かくはちょこちょこあったのですけれども、１番について言

うとすると、報告会についてお話が出ていたかと思います。それについて、今年は多分対

面でできると思うのですけれども、ハイブリッドでやったりとか、ポスターセッションを

Web上でやるようなことも視野に入れて準備を進めておけば、対面でやったとしてもより

充実してできるかなと思ったので、１つ提案になります。 

 ２つ目のガイドラインについてなのですけれども、これはちょっと失礼な言い方も入る

かもしれないのですが、市町村のほうに行ったときに、先日、一見関係ないようなのです
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が、財務省が建議をたてて保健事業と保険者としての医療費の適正化みたいなところがあ

まり結びついていないのではないか、もっと医療費を直接的に下げることに注力して、健

診、保健指導は保健サービスとして別に切り出したほうがいいのではないかみたいなこと

が言われていたように思います。市町村の中での財務当局ともそうなのですけれども、多

分、国の財務省と厚労省の間でもああいう建議はかなり毎年、翌年に攻め込まれる傾向が

あるように思うので、改めて健康寿命の延伸と医療費の適正化が矛盾しないという意味で、

もうちょっと結びつきが見えるような方向にガイドライン全体が言えたらよりいいなと思

いました。変な話ですけれども、例えば２キロ・２センチで医療費適正化の効果が幾らあ

るんだよみたいなことが言えるとすると、そういうことが分かるように言えるとすばらし

いなと思いました。 

 私からは以上です。長くなりましてすみません。 

（宇都宮委員長） ありがとうございました。 

 それでは、最後、その他ですけれども、事務局から何か。 

 

（５）その他 

（国保中央会 﨑村） 先生方、御意見ありがとうございました。毎回同様になりますが、

本運営委員会の議事録及び資料に関しましては、中央会のホームページで一般向けに公開

となります。本議事録が完成いたしましたら、また先生方にメールベースで御確認をさせ

ていただきますので、内容を確認いただいて、適宜訂正していただいて、中央会に提出い

ただければと思います。 

 私からは以上です。 

（宇都宮委員長） ありがとうございました。 

 では、本日は大変いろいろ貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。

本日の意見を踏まえて事務局のほうでこのヘルスサポート事業ガイドラインの改訂、それ

から事例等の追加を進めていくということになります。 

 以上で議論を終わらせていただきますので、事務局にお返しいたします。 

（国保中央会 福屋係長） 宇都宮委員長、進行をありがとうございました。 

 一言、本会、中野常務理事より御挨拶申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

（国保中央会 中野常務理事） 中野でございます。本日もまた闊達な御議論をいただきま

して誠にありがとうございます。ちょっと御挨拶だけさせていただきます。 

 実は私、来週６月29日の国保中央会の総会でこの常務理事の職を去ることになりました。

本当に４年間いろいろお世話になりました。ありがとうございました。この４年間いろい

ろありまして、保健事業にいろいろな動きがございました。特に僕が一番記憶に残ってい

るというか象徴的なのは、やはり一体的実施なのかなと思っています。この一体的実施、

６年度までにやるということになっていますが、まだまだ道半ばでございまして、やはり

市町村、広域連合の力量差といいますか、先ほども底上げというようなお話がありました
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し、レベルアップをしていかなければいけないというのは我々としても非常に認識してい

るところでございます。 

 ぜひまたヘルスサポート事業の進展も図りたいと思っていますので、先生方には引き続

き御協力いただきまして、この保健事業の底上げを図っていきたいと思っています。本当

にありがとうございました。 

 

５．閉 会 

（国保中央会 福屋係長） それでは、以上をもちまして、第24回「国保・後期高齢者ヘル

スサポート事業運営委員会」を閉会いたします。 

 皆様、長時間ありがとうございました。 

 


